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回次
第34期

第１四半期
連結累計期間

第35期
第１四半期
連結累計期間

第34期

会計期間
自2021年４月１日
至2021年６月30日

自2022年４月１日
至2022年６月30日

自2021年４月１日
至2022年３月31日

売上高 （千円） 207,851 636,456 2,603,688

経常利益又は経常損失（△） （千円） △122,589 △163,043 57,066

親会社株主に帰属する四半期純損

失（△）又は親会社株主に帰属す

る当期純利益

（千円） △124,443 △164,331 600

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △123,029 △163,547 3,034

純資産額 （千円） 213,194 201,925 366,643

総資産額 （千円） 4,071,943 4,116,388 4,341,314

１株当たり四半期純損失（△）又

は１株当たり当期純利益
（円） △9.15 △12.00 0.04

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） - - 0.04

自己資本比率 （％） 5.2 4.9 8.4

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であ

るため記載しておりません。

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、

主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

（新型コロナウイルス感染症の影響による継続企業の前提に関する重要事象等について）

当社グループは、当第１四半期連結累計期間において、臨時休業等は行っていないもののインバウンド旅行客や大

人数の宴会などは回復途上であり、現在においても新型コロナウイルス感染症は感染の拡大と収束を繰り返してお

り、感染が拡大する以前の売上高の水準を下回る状況であり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象

又は状況が存在しております。当社グループは、引き続き人件費のコントロールなどコスト管理を徹底し、また様々

な助成金を活用することなどにより損失の縮小化に努めており、売上高についても新たな販路である流通業界への販

売や宅配、テイクアウトやデリバリー販売の強化などを行うことによって回復傾向にあり、今後もこれまで同様の損

益を確保できるよう体制を維持し業績の改善を図ります。資金面においては、シンジケートローン契約に付されてい

る契約時点での財務制限条項に抵触しているものについて新型コロナウイルス感染症によるものと明確であることか

ら、主要行含め全行から猶予を頂いております。また、ワクチン接種も徐々に進んでおり、新型コロナウイルス感染

症の収束後は業績が回復する見込みであることから継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判

断しております。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

（１）財政状態及び経営成績の状況

①経営成績の状況

当第１四半期連結累計期間は、営業制限の要請が解除され通常営業の再開に伴い売上高は回復傾向にあるものの、

新たな変異株の流行など拡大と収束を繰り返す状況にあり引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けており、

店舗においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大前に比べ店舗売上高は減少しておりますが、前年同期との比

較におきましては、大幅に回復しております。

当社グループにおいては、営業制限解除後も引き続き新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、消費者のライフ

スタイル・消費行動が変化したことに対応しテイクアウト販売の強化や各デリバリー代行業者での認知度向上を兼ね

たフェア価格による販売などを行いました。またそれ以外にも農林水産省の助成金を活用した天然とらふぐフェアを

行うなど売上高増加に努めました。

当社グループの主力事業である「玄品」等の直営店舗では、通常営業再開後もインバウンドのお客様や多人数の会

食等は回復途上でありますが、神楽坂店で５年間販売を行ってきたノウハウを生かし５月から鰻の販売店舗を拡大し

たこと等が功を奏し、デリバリー・テイクアウト販売へも好影響を与えたことにより、前第１四半期連結累計期間と

比較して、直営店舗の既存店売上高は、前年同期比296.5％増となりました。当第１四半期連結会計期間末の直営店

舗数は、前期末と変わらず47店舗、直営店舗の売上高は471百万円（前年同四半期比261.6％増）となりました。

フランチャイズ事業におきましても、通常営業を再開したことにより、とらふぐ等の食材販売等及び店舗末端売上

高ともに前年を上回る結果となりました。当第１四半期連結会計期間末のフランチャイズ店舗数は、１店舗移転準備

のための閉店により23店舗、とらふぐ等の食材販売、ロイヤリティ等によるフランチャイズ売上高は70百万円（前年

同四半期比133.6％増）、店舗末端売上高は175百万円（前年同四半期比85.8％増）となりました。

その他の業態の当第１四半期連結会計期間末の店舗数は、前期末と変わらず１店舗、本部に係る売上高も含めた当

第１四半期連結累計期間の売上高は、その他の業態の店舗においては通常営業に戻ったことや商業施設のフェア等に

より売上高も増加し、本部においても通販売上が大幅に増加したこと等により94百万円（前年同四半期比99.7％増）

となりました。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は636百万円（前年同四半期比206.2％増）となりました。利益

面においては、店舗売上高増加に加え原価率改善により売上総利益は423百万円（前年同四半期比298百万円増）とな

りました。販売費及び一般管理費については、人件費のコントロールを行うなどコスト管理を徹底し本部費の圧縮な

どに努めましたが、通常営業を再開したことにより変動費が増加したこと等により584百万円（前年同四半期比91百

万円増）となりました。これらにより、当第１四半期連結累計期間の営業損失は160百万円（前年同四半期は367百万

円の損失）、経常損失は雇用調整助成金等の助成金収入12百万円（前年同四半期は感染拡大防止協力金等260百万

円）等があったことにより163百万円（前年同四半期は122百万円の損失）、親会社株主に帰属する四半期純損失は

164百万円（前年同四半期は124百万円の損失）となりました。

また、当社グループは、主力事業である「玄品」の季節変動が大きいことにより、四半期毎の業績に大幅な変動が
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あります。

当社グループは店舗運営事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

②財政状態の状況

（資産）

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して224百万円減少し、4,116百万円となりま

した。これは、商品及び製品の増加111百万円等の増加要因はあったものの、現金及び預金の減少150百万円、未収

入金の回収による減少133百万円、売掛金の減少45百万円等の減少要因によるものであります。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して60百万円減少し、3,914百万円となりまし

た。これは短期借入金の増加10百万円、株主優待引当金の増加９百万円等の増加要因はあったものの、買掛金の減

少29百万円、賞与引当金の減少19百万円、未払法人税等の減少17百万円、社債の償還による減少10百万円等の減少

要因によるものであります。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比較して164百万円減少し、201百万円となりまし

た。これは、新型コロナウイルス感染症の影響等による親会社株主に帰属する四半期純損失の計上に伴う利益剰余

金の減少164百万円、新株予約権の買取による減少1百万円等によるものであります。

　（２）経営方針・経営戦略等

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

（３）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要

な変更はありません。

（４）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は２百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動に重要な変更はありません。

（５）生産、受注及び販売の実績

　当社グループは、当第１四半期連結累計期間において昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の感染拡大の

影響を受けており、前年同四半期と比べて大幅に回復しておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大前に

比べ現在でも売上高の減少が継続しております。

（６）主要な設備

①主要な設備

　当第１四半期連結累計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

②設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結累計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設について重要な変

更はありません。

　また、当第１四半期連結累計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

- 3 -

2022/08/12 14:47:19／21852005_株式会社関門海_第１四半期報告書



種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 24,000,000

計 24,000,000

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
　（2022年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2022年８月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 14,000,900 14,000,900
東京証券取引所

スタンダード市場
（注）

計 14,000,900 14,000,900 － －

②【発行済株式】

（注）１．完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株

であります。

　　　２．「提出日現在発行数」欄には、2022年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2022年４月１日～

2022年６月30日
－ 14,000,900 － 1,171,025 － 493,363

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（2022年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

2022年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ （注）１
普通株式 302,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 13,696,600 136,966 （注）１

単元未満株式 普通株式 2,300 － （注）１．２

発行済株式総数 14,000,900 － －

総株主の議決権 － 136,966 －

①【発行済株式】

（注）１．権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

２．「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式67株が含まれております。

2022年６月30日現在

所有者の氏名又は

名称
所有者の住所

自己名義所有

株式数（株）

他人名義所有株

式数（株）

所有株式数の合

計（株）

発行済株式総数に対す

る所有株式数の割合

（％）

（自己保有株式）

株式会社関門海

大阪府松原市三宅東

一丁目８番７号
302,000 － 302,000 2.16

計 － 302,000 － 302,000 2.16

②【自己株式等】

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2022年４月１日から2022

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2022年４月１日から2022年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、監査法人やまぶきによる四半期レビューを受けております。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,695,496 1,544,570

売掛金 174,759 129,205

商品及び製品 1,305,189 1,417,107

原材料及び貯蔵品 26,711 28,545

未収入金 156,737 23,183

その他 78,309 85,507

貸倒引当金 △431 △416

流動資産合計 3,436,772 3,227,702

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 471,009 465,828

その他（純額） 52,703 50,218

有形固定資産合計 523,713 516,047

無形固定資産

その他 22,981 21,814

無形固定資産合計 22,981 21,814

投資その他の資産

差入保証金 313,328 311,709

その他 44,517 39,114

投資その他の資産合計 357,846 350,823

固定資産合計 904,541 888,685

資産合計 4,341,314 4,116,388

負債の部

流動負債

買掛金 107,353 77,661

短期借入金 ※１,※２ 2,820,000 ※１,※２ 2,830,000

１年内償還予定の社債 20,000 20,000

１年内返済予定の長期借入金 ※２ 220,000 ※２ 110,000

未払金 141,977 148,672

未払法人税等 18,801 1,716

賞与引当金 26,200 6,533

株主優待引当金 18,981 28,781

その他 32,948 23,526

流動負債合計 3,406,261 3,246,891

固定負債

社債 10,000 -

長期借入金 ※２ 517,500 ※２ 627,500

その他 40,909 40,070

固定負債合計 568,409 667,570

負債合計 3,974,671 3,914,462

純資産の部

株主資本

資本金 1,171,025 1,171,025

資本剰余金 493,363 493,363

利益剰余金 △1,009,989 △1,174,320

自己株式 △287,998 △287,998

株主資本合計 366,401 202,070

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △1,736 △953

その他の包括利益累計額合計 △1,736 △953

新株予約権 1,978 808

純資産合計 366,643 201,925

負債純資産合計 4,341,314 4,116,388

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】
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（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年６月30日)

売上高 ※１ 207,851 ※１ 636,456

売上原価 82,736 213,019

売上総利益 125,114 423,436

販売費及び一般管理費 493,022 584,257

営業損失（△） △367,907 △160,820

営業外収益

受取利息 0 33

助成金収入 260,373 12,808

その他 909 1,205

営業外収益合計 261,282 14,047

営業外費用

支払利息 8,699 8,608

社債利息 7 4

支払手数料 5,386 6,154

その他 1,871 1,502

営業外費用合計 15,965 16,270

経常損失（△） △122,589 △163,043

税金等調整前四半期純損失（△） △122,589 △163,043

法人税等 1,854 1,287

四半期純損失（△） △124,443 △164,331

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △124,443 △164,331

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】
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（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年６月30日)

四半期純損失（△） △124,443 △164,331

その他の包括利益

為替換算調整勘定 1,414 783

その他の包括利益合計 1,414 783

四半期包括利益 △123,029 △163,547

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △123,029 △163,547

非支配株主に係る四半期包括利益 - -

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】
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【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しており

ます。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症について）

新型コロナウイルス感染症は感染の拡大と収束を繰り返しており、通常営業を再開したとはいえインバウンド旅

行客等は回復途上であり売上高が減少しております。このような状況において新型コロナウイルス感染症の影響に

ついて、今後の収束時期等を合理的に予測することは困難な状況にあります。ただし、有形固定資産に関する減損

損失の認識要否の判断及び測定、繰延税金資産の回収可能性の判断において、前連結会計年度末においた一定の仮

定（新型コロナウイルス感染症の収束までの期間として、感染再拡大等による影響は残るが、ワクチン接種率の向

上などにより経済制限の緩和も進み2023年３月頃までは影響が残りつつ、回復に向かい、2023年4月以降にはイン

バウンドのお客様についてもゆるやかに回復していくと仮定）による将来キャッシュ・フロー及び課税所得の見積

りに変更はありません。

（グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用）

　当社及び国内連結子会社は、当第１四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行してお

ります。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制

度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日。以下「実務対応

報告第42号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号

の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。

（資本金及び資本準備金の額の減少）

当社は、2022年５月25日開催の取締役会において、資本金及び資本準備金の額の減少（無償減資）について以下

のとおり2022年６月24日開催の第34期定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において承認されまし

た。

なお、本件は、発行済株式総数は変更せず、資本金及び資本準備金の額のみ減少するため純資産額及び１株当た

り純資産額に変更はありません。

１．資本金及び資本準備金の額の減少（無償減資）の目的

当社の今後の財務戦略上の柔軟性及び機動性を確保すること等を目的として、会社法第447条第１項及び会社

法第448条第１項の規定に基づき資本金及び資本準備金の額を減少しその他資本剰余金への振り替えを行い剰余

金の処分（繰越利益剰余金の欠損填補）を行います。

２．資本金の額の減少の要領

(1)　減少する資本金の額

2022年３月31日現在の資本金の額1,171,025,638円のうち1,161,025,638円減少し、減少後の資本金の額を

10,000,000円といたします。

(2)　資本金の額の減少の方法

払戻を行わない無償減資とし、発行済株式の変更は行わず、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に

振り替えます。
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３．資本準備金の額の減少の要領

(1)　減少する資本準備金の額

2022年３月31日現在の資本準備金の額493,363,809円の全額を減少し、減少後の資本準備金の額を０円といた

します。

(2)　資本準備金の額の減少の方法

減少する資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えます。

※　上記２．及び３．の減少後の額は、本件以外の2023年３月期の期中における変動要因は含まれておりませ

ん。

４.資本金及び資本準備金の額の減少の日程
(1)　取締役会決議日　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年５月25日（水）
(2)　株主総会決議日（資本金及び資本準備金の額の減少）　2022年６月24日（金）
(3)　債権者異議申述公告日　　　　　　　　　　　　　　　2022年７月１日（金）
(4)　債権者異議申述最終期日　　　　　　　　　　　　　　2022年８月２日（火）
(5)　効力発生日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年８月31日（水）（予定）

前連結会計年度
（2022年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（2022年６月30日）

貸出コミットメントの総額 500,000千円 500,000千円

当座貸越極度額 1,450,000 1,450,000

借入実行残高 1,950,000 1,950,000

差引額 － －

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と貸出コミットメント契約及び当座貸越契約

を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

※２　財務制限条項

　シンジケートローン契約については、以下の財務制限条項が付されております。

　①2020年３月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を、2019年３

月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％以上に維持すること。

②2020年３月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する２期について、各年度の決算期における連結の

損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないようにすること。なお、遵守に関する最初の判定

は、2021年３月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。

　また、2022年３月期末において一部の財務制限条項に抵触しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響

による一時的なものであるということが明確であることから、主要行を含め全行から猶予をいただいております。

（四半期連結損益計算書関係）

※１　当社グループの売上高は、通常の営業形態として、冬場におけるとらふぐ料理の需要が大きいため、第３、第４

四半期連結会計期間の売上高と他の四半期連結会計期間の売上高との間に著しい相違があり、業績の季節的変動が

あります。

前第１四半期連結累計期間
（自  2021年４月１日

至  2021年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  2022年４月１日

至  2022年６月30日）

減価償却費 20,606千円 18,382千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりでありま

す。
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）

１．配当金支払額

該当事項はありません。

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の

末日後となるもの

該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）

１．配当金支払額

該当事項はありません。

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の

末日後となるもの

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）

当社グループは、店舗運営事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）

当社グループは、店舗運営事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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店舗運営事業

　直営店舗事業 130,389

　フランチャイズ事業 30,176

　その他事業 47,285

顧客との契約から生じる収益 207,851

その他の収益 -

外部顧客への売上高 207,851

店舗運営事業

　直営店舗事業 471,543

　フランチャイズ事業 70,482

　その他事業 94,430

顧客との契約から生じる収益 636,456

その他の収益 -

外部顧客への売上高 636,456

（収益認識関係）

当社グループは、店舗運営事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下

のとおりであります。

前第１四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日

至　2021年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2022年４月１日

至　2022年６月30日）

１株当たり四半期純損失 ９円15銭 12円00銭

（算定上の基礎）

親会社株主に帰属する四半期純損失（千円） 124,443 164,331

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損

失（千円）
124,443 164,331

普通株式の期中平均株式数（株） 13,596,833 13,698,833

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるた

め記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

2022年８月10日

株式会社関門海

取締役会　御中

監 査 法 人 や ま ぶ き

大阪事務所

指定社員

業務執行社員
公認会計士 西　岡　　朋　晃

指定社員

業務執行社員
公認会計士 江　口　　二　郎

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社関門海

の2022年４月１日から2023年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2022年４月1日から2022年６月30

日まで）及び第１四半期連結累計期間（2022年４月１日から2022年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社関門海及び連結子会社の2022年６月30日現在の財政状態及び

同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点に

おいて認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
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　（注）　１．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。

・  継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど

うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・  四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・  四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
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